
 

養老町商工会便り
◇2026 年 新年のご挨拶 

養老町商工会長 野寺兼次 

新年明けましてお

めでとうございます。 

昨年は大阪で 55 年

ぶりに万博が開催さ

れました。商工会では

会員皆様のご協力の

もと「プレミアム商品

券事業」や「まるごと

肉祭り」を実施いたしました。「まるごと肉祭

り」では、あいにくの雨にも関わらず町内外

から 6 万人もの方にご来場いただきました。 

 また女性部創立 50 周年記念大会では、養老

町に生産センターを構える、（株）サラダコス

モの中田智洋社長に記念講演を賜り、町内外

より多くの皆様にお越しいただきました。 

 経営改善普及事業としては、国の補助金を

活用し、ＤＸ化計画を織り込んだ事業計画策

定支援を行うとともに、税制改正に伴い事業

者が適切に対応できるよう「税制改正セミナ

ー」を開催いたしました。2 月には、岐阜県と

の懇談会の開催も予定しております。 

 さらに、養老町中心市街地の活性化と地域

課題の解決に向け、空き家・空き地の活用や

通年型体験コンテンツの造成など、賑わいの

あるまちづくりに養老町と商工会が連携して

取り組んでまいります。青年部・女性部にお

いても、特産品の開発やおもてなし事業など、

商工業の活性化につながる活動を進めてまい

ります。人口減少が進む中にあっても、公共

交通インフラを活用し、町外・県外からの交

流人口を増やすことで、観光と連携した産業

振興につながる事業を展開してまいります。 

この一年が皆様にとって良き年となります

よう心よりお祈り申し上げ、新年のご挨拶と

させて頂きます。 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

◇年末調整個別指導を開催します 

年末調整個別指導を下記により商工会館で

行いますので、必要書類をご確認のうえお越

しください。 

日 時：令和 8 年 1 月 8 日(木)～14 日(水) 

9:00～16:00（土日祝を除く） 

場 所：養老町商工会館 １F 研修室 

・マイナンバーの記載（事業者・専従者・従業

員）が必要です。 

・配偶者控除を受ける方は、配偶者の源泉徴

収票など、所得額が分かる書類をお持ちくだ

さい。 

◇通勤手当の非課税限度額が引上げされました 

 令和 7 年 11 月 19 日に所得法施行令の一部 

改正の政令が公布されました。 

 通勤手当の非課税限度額が引上げられたこ

とにより令和 7 年分の年末調整で対応が必要

になることがありますので、ご注意下さい。 

 

◇確定申告相談は完全予約制です 

決算、確定申告の相談窓口を 

２月２日より開設いたします。 

完全予約制とさせていただきま

すので、必ず事前予約を行ってく

ださい。 

※個別相談日：2 月 2 日～3 月 16 日の土・日・

祝日除く 9:00～16:00  

また、税理士による個別相談を下記の日程

で行いますので、この機会をご利用ください。 

 

・税理士による個別指導日 

2 月 19 日(木), 25 日(水),27 日(金), 

3 月 2 日(月),4 日(水),6 日(金),９日(月) 

10 日(火),11 日(水),13 日(金),16 日(月) 

時間：13:00～16:00  

※3月 16日は電子申告送信日ですので申告相

談は 3 月 13 日までにお済ませください。 
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マイナンバーの記載が必要となりますので、申告者

及び被扶養者の「通知カード」または「マイナンバー

カード」を必ずお持ちください。 

 

◇養老町プレミアム商品券の有効期限が迫っ

ています！ 

令和 7 年度養老町プレミアム商品券の有効

期限が近付いています。 

有効期限：令和 8 年 1 月 31 日（土） 

※有効期限が過ぎた場合、ご使用いただけま

せん。 

◇養老町プレミアム商品券（紙版）の換金期

限について 

換金期限は、下記のとおりです。養老町商

品券取扱事業者様は、期限までに換金のお手

続きをお願いいたします。 

換金期限：令和 8 年 2 月 6 日（金） 

※換金期限が過ぎた商品券は換金いただけま

せんのでご注意ください。 

 

◇養老町子育て世代生活応援ギフトカード 

 取扱いについて 

 町では、食料品などの物価高騰の影響を受 

けている子育て世代の負担軽減を図る為、子 

育て世帯生活応援ギフトカード支給事業とし 

て中学生以下の児童一人につき 5,000 円の 

ギフトカードを支給しています。 

ギフトカード利用の申出があった際はご対応 

をお願いします。 

※ギフトカードには、ＩＣチップ非搭載の為 

 カードをスライドさせての使用となります 

 

 

 

 

 

 

◇岐阜県経済の現状について 

岐阜県が作成している、令和 7 年 10 月のぎ

ふ経済レポートの内容を基に作成し、記載い

たします。今回は、個人消費・観光に着目し

作成しております。 

・個人消費 

９月の販売額は、全体で前年同月比１．９％

増加となった。ヒアリングでは、シネコンの

好調継続に加えて、各販促施策やイベントの

連続実施により売上・客数共に大幅伸長との

声が聞かれる一方で、季節商品をこの秋に値

上げしたが、やはり値上げしたものが大きく

売上を落とす傾向が顕著に出たため、今後の

値上げがしにくい雰囲気との声が聞かれた。 

・観光 

前年同月と比較しプラスとなるなど、回復傾

向にあり、コロナ前の約９割まで戻ってきて

いる。宿泊施設 からのヒアリングでは、人

手不足に苦慮しているとの声が多くあり、外

国人人材を活用する施設もあった。 

 

◇商工会の実施した主な事業等 

12.3  外国人受入書類外部監査(商工会館) 

12.4  県連指導監査（商工会館） 

12.8  税務実務対応セミナー(商工会館） 

12.11～12 外国人受入事業所定期監査 

(各受入事業所) 

12.17 女性部しめ縄作り講習会（商工会館） 

◇参加した主な会議等 

12.16 岐阜県域まちづくりフォーラム 

(岐阜県庁ミナモホール) 

12.17 商工会連合会理事会(ｸﾞﾗﾝｳﾞｪｰﾙ岐山) 

◇今後の予定 

1.8.9.13.14 年末調整個別指導(商工会館) 

1.15 理事会・新年互礼会（商工会館・魚新） 

1.20 江崎知事講演会（OKB ふれあい会館） 

1.20 税務・経理研修会（ｸｲﾝﾃｯｻﾎﾃﾙ大垣） 

  

商工会では「経営相談・支援」や「税務相

談・経理指導」「金融相談、斡旋」「取引・販

路開拓支援」「労務支援」「専門家派遣支援」

「IT 支援」「補助金書類作成支援」など皆様

のご相談に応じた支援を行っています。 
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